
鹿児島市吉田福祉センター公衆無線ＬＡＮ利用規約 

 

（目的） 

第１条 この規約は、鹿児島市吉田福祉センターの地域住民同士の交流の促進を図るために本

市が整備した無線によるインターネット接続環境（以下「無線ＬＡＮ」という。）の利用に

ついて必要な事項を定めるものとする。 

（サービスの内容） 

第２条 無線ＬＡＮを利用することができる者（以下「利用者」という。）は、次条に規定す

る無線ＬＡＮを利用することができる施設において、当該無線ＬＡＮを利用してインターネ

ットに接続することができる。 

（利用施設、利用場所及び利用時間） 

第３条 無線ＬＡＮを利用することができる施設、場所及び時間は別表のとおりとする。ただ

し、災害発生時やイベント時など市長が特に必要があると認めた場合は、これを変更するこ

とができる。 

（利用者の資格） 

第４条 無線ＬＡＮの利用は、本規約に同意した個人に対して認めるものとする。 

（無線ＬＡＮの利用） 

第５条 無線ＬＡＮに接続できる機能を搭載したパソコン、スマートフォン、タブレット端末

等（以下「パソコン等」という。）は利用者が準備するものとする。 

２ 利用者が利用するパソコン等及びパソコン等の付属機器等に供給する電源は、利用者が準

備するものとする。 

３ 利用者は、無線ＬＡＮの利用に際し、不正アクセス行為の禁止等に関する法律（平成１１

年法律第１２８号）その他関係法律等を遵守しなければならない。 

４ 無線ＬＡＮを利用するための本市への申請等は不要とする。 

５ 無線ＬＡＮの利用料金は、無料とする。 

（利用の停止） 

第６条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に通知することなく、

直ちに当該利用者の利用を停止することができる。 

(1) 第７条で禁止している事項に該当する行為を行った場合 

(2) 前号に掲げる場合のほか、本規約に違反した場合 

(3) その他利用者として不適切であると市長が判断した場合 

（禁止事項） 

第７条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。 

(1) 他の利用者、第三者若しくは本市の著作権又はその他の権利を侵害する行為及び侵害す

るおそれのある行為 



(2) 他の利用者、第三者若しくは本市の財産又はプライバシー権を侵害する行為及び侵害す

るおそれのある行為 

(3) 前２号に掲げる場合のほか、他の利用者若しくは本市に不利益又は損害を与える行為及

び与えるおそれのある行為 

(4) 誹謗中傷する行為 

(5) 公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為若しくは公序良俗に反する情報を提供

する行為 

(6) 犯罪的行為又は犯罪的行為に結び付く行為若しくはそのおそれのある行為 

(7) 性風俗、宗教又は政治に関する活動 

(8) コンピューターウイルス等の有害なプログラムを、無線ＬＡＮを通じて、又は無線ＬＡ

Ｎに関連して使用し、又は提供する行為 

(9) 通信販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引その他の目的で特定又は不特定多数に

大量のメールを送信する行為 

(10) コンピューターネットワークを利用したゲームへの接続 

(11) 前各号に掲げるもののほか、法令に違反し、若しくは違反するおそれのある行為又は

本市が不適切であると判断する行為 

２ 前項各号に該当する利用者の行為によって本市、利用者本人及び第三者に損害が生じた場

合は、当該利用者は、利用後であっても、全ての法的責任を負うものとし、本市は、一切の

責任を負わないものとする。 

（運用の中止） 

第８条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、無線ＬＡＮの運用を中止できるもの

とする。 

(1) 無線ＬＡＮのシステムの保守又は工事を定期的又は緊急に行う場合 

(2) 戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常事態

により、無線ＬＡＮの運用が通常どおりできなくなった場合 

(3) 無線ＬＡＮのシステムに係る設備やネットワークの障害等、やむを得ない事由がある場

合 

(4) その他市長が無線ＬＡＮの運用上、一時的な中断が必要であると判断した場合 

２ 無線ＬＡＮの利用の中止等により、利用者又は第三者が被ったいかなる損害についても、

理由を問わず、本市は、一切の責任を負わないものとする。 

（免責） 

第９条 市長は、無線ＬＡＮのサービスの内容及び利用者が無線ＬＡＮを通じて得る情報等に

ついて、その完全性、正確性、確実性、有用性等につき、いかなる保証も行わないものとす

る。 

２ 無線ＬＡＮのサービスの提供、遅滞、変更、中止又は廃止、無線ＬＡＮサービスを通じて



登録、提供又は収集された利用者の情報の消失、コンピューターウイルス感染等による被

害、データの破損、漏洩その他無線ＬＡＮに関連して発生した利用者の損害について、本市

は、一切責任を負わないものとする。 

３ 利用者がインターネット上で利用した有料サービスについては、その理由にかかわらず、

当該利用者が費用を負担するものとする。 

４ 無線ＬＡＮへの接続に係る利用者の機器の設定は、利用者が行うものとする。無線ＬＡＮ

接続可能機器の種類、基本ソフトウェア、ソフト、Ｗｅｂブラウザ等によって、無線ＬＡＮ

を利用できない場合があっても、本市は、一切責任を負わないものとする。 

５ 利用者が無線ＬＡＮを利用したことにより、他の利用者や第三者との間に生じた紛争等に

ついて、本市は、一切の責任を負わないものとする。 

６ 市長は、無線ＬＡＮの適切な利用を図るため、利用者のアクセスログを記録し、特定のＷ

ｅｂサイトへの接続を制限すること等ができるものとする。 

（本規約の変更） 

第１０条 市長は、利用者の承諾を得ることなく、この規約を変更することができる。 

付 則 

この規約は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表（第３条関係） 

利用施設 利用場所 利用時間 

吉田福祉センター １階 ロビー 

２階 多目的室 

   会議室１ 

施設が開館している

時間及び施設に避難

所を開設している時

間 

備考 

１ 利用時間内にかかわらず、施設の立ち入りを制限されている場所は利用できないものと

する。 

２ 電波伝搬の状況により、利用場所であっても利用できない場合がある。 

３ メンテナンス等により、予告なくサービスを停止することがある。 

 


